
機密性2完全性2可用性2(業務品質管理部）

第2章年金請求書(国民年金障害基礎年金)【様式107号】
5認定後審査・入力

(5)生計維持の確認

障害基礎年金の加算額の対象者に該当する子に関する生計維持関係の認

定については､「受給権発生日若しくは障害基礎年金に係る加算額の加算開

始事由に該当した日｣(生計維持関係等の認定を行う日(以下｢認定日｣という

【参照］

平成28年3g23日
年発0323第1号
｢生計維持関係等の認定
基準及び認定の取扱いに
ついて」

給権者とたす場合に､受『生計同一要倦』及び『収入要件』茜う｡）において、

生計維持関係があるものと認定される。

陰照】
平成22年法第27号

「国民年金法等の一部を
改正する法律｣(以下､障
害年金加算改善法）

＜生計維持関係の認定＞

生計同一要件十収入要件＝生計維持関係にある

①生計維持証明欄の記入

生計維持関係の申立の記入､署名(又は記名押印)等記入漏れがない

か確認する。

収入関係について｢はい｣か｢いいえ｣に○が付されているか確認する。

□ 鯵照】

給付情
給付指

2011-40

2011-115

□

受給権が発生すると思われる時点での生計維持関係について､記入されて

いるか確認する。

②添付書類等の確認

’’
【参照】

平成17年12月16日
庁保険発第1216m1号

社衾保険庁運営部
年金保険課長通知

障害認定日による請求の場生計同一関係の認定に必要な書類については、

合は､障害認定日以降かつ請求日以前6月以内､事後重症による請求の場合

は､請求日1月以内のものを添付する。

③生計同一要件(事実婚関係除く）
鯵照］
平成27年9月30日
年管管発OSSO第22号
厚生労働誉毒金局事業管
瓊課長通知

③－1添付書類
1

7

l

’
請求者と加算額の認定対象者(以下､｢認定対象者｣という｡)の生計同一関

係の認定については､下記の【生計同一要件を確認する書類】に記入された書

類に基づき行う。

認定対象者の状況区分に応じた書類が提出されていることを確認する。

＜注意＞

・遡って障害認定日請求を行う場合は龍受給権発生時の生計同一要件が確

認できる書類の提出が必要となる。

・裁定請求時と住所が異なっている場合は､戸籍の附票又は住所の変更履

歴の記載のある住民票の写等の提出により確認を行う。

I
ー
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口提出された戸籍､住民票の写し等の添付書類の交付日を確認する。

口認定対象者の生計同一要件を確認する書類の提出があるか確認する。



機密性2完全性2可用性2(業務品質管理部）

第2章年金請求書(国民年金障害基礎年金)【様式107号】

5認定後審査・入力
I

【生計同一要件を確認する書類】

提出書類認定対象者の状況区分

住民票上同一世帯に属しているとき

住民票上世帯を異にしているが､住所

が住民票上同一であるとき

件民票(横帯全員)の写

･それぞれの住民票(世帯全員)の写

･別世帯となっていることについての理由書

･それぞれの住民票(世帯全員)の写

･同居についての申立書

･別世帯となっていることについての瓊由書

･第三者の証明書又は｢別表(※)｣に掲げ

る書類

住所が住民票上異なっているが､現に

起居を共にし､かつ、消費生活上の家

計を一つにしていると認められるとき

･それぞれの住民票(世帯全員)の写

･別居していることについての理由書

･経済的援助及び定期的な音信､訪問等

についての申立書

･第三者の証明書又は｢別表(※)｣に掲げ

る書類

単身赴任､就学又は病気療養等の止

むを得ない事情により住所が住民票上

異なっているが､次のような事実が認め

られ､その事構が消滅した時は､起居を

共にし､消費生活上の家計を－つにす

ると認められるとき

･生活費､療養費等の経済的な援助が

行われていること

･定期的に音信､訪問が行われている

こと

※生計同一関係を証明する書類(別表）

提出書類事項．

①健康保険等の被扶養者になっている場合

②給与計算上､扶養手当等の対象になって

いる場合

③税法上の扶養親族になっている場合

④定期的に送金がある場合

健康保険被保険者証等の写

給与簿又は賃金台帳等の写

源泉徴収票又は課税台帳等の写

預金通帳､振込明細書又は現金書

留封筒等の写

その事実を証する番類⑤その他①から④に準ずる場合

③2申立書の記入内容

｜

’
｜
’

口生計同一関係に閏する申立書(以下､「申立言｣)が提出されている場

合鳥記入内容に漏れがないか確認を行う。

生計維持関係の認定を行うために､請求者と認定対象者が『同居』しているの

か､また､『別居』の場合､請求者から認定対象者に対して､経済的援助の実態

が認められるのか等､「申立書｣に記入されていることを確認する。

■
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機密性2完全性2可用性2(業務品質管理部）

第2章年金請求書(国民年金障害基礎年金)【様式107号】
5認定後審査・入力

＜様式＞「生計同一関係に関する申立書」 Emm(表面）

同属害字1扉~1｢Z砺犀盃1師罰

生計同一関係に関する申立書

回生針同一関係の棚始臼識山埜建立血竺愛麹廻丘でぶ‘る叫脅:言は記入

《1IIIRl ･ 'ド脱 _" J1－脚 ・剛）

回別世霧になっている雲由
分【－8‘g皿人！Lと饗娃卿蝉しても､曇が図u吐確砦なってL‘ろ蝋０

●

令

ゆ

■

■

．

回同居についての申立(別居していることの理由）

*"と響岬惟腱鰯卜の化澗ぷ化生塁泌台猩1k墨入

回経涜的援助についての申立麺と泌墾哩趣，珊錐:::拠人

砺のから②に対吋･る級満姉鴨助“斬瓢（あ印 ・ なし

鰯上錘錘で1鈴I)』の蝿命Iこはそい同收（半・ 間 釣

1

両I畏哩）

錫鋸涜的掘肋の内’蒔

[記入事項確認時の注意］

回生計同一関係の開始日
認定日より前の日付であることを確認する。

回別世帯になっている理由
同居しているが世帯を別にしている理由について確認する。

回同居についての申立(別居していることの理由）
・同居の場合､消費生活上の家計を一つにしている等､生活における相互依存の
実態が推認され得ることから､原則､生計同一関係にあるものとして認める。

止むを得ない事伺こよるもの・別居の場合､単身赴任､就学又は病気療養等の

であることを確認する。

凹経済的援助についての申立
別居の場合､①から②に対する経済的援助の実態が認められる場合には､生
計同一関係があるものとして認められるため､認定日の直近に､経済的援助が
｢誰から誰に対して｣行われていたのかを確認する。

生活費､療養費､施設入居費等の現金による経済的援助だけではなく､衣
服､食事､住宅､介護等の現物給付も経済的援助に含める。
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機密性2完全性2可用性2(業務品質管理部）

第2章年金請求書(国民年金障害基礎年金)【様式107号】

5認定後審査・入力
「

<様式＞「生計同一関係に関する申立書｣圃羅1 (裏面）

回定期的な音侭

⑦瀞伽の,狼歴

毎肋剛同教

妨問についての申立鞘’

（

《年・ 卿 ・週 約

靭些也聖が別&“》咽卿,Eは興人

j

同豚埋）

動汗I席・肪WMの内謬

回生計同一隅係にあることの申立

平哩 jに J】 11

秘は、 ド雌煙'ぬ針と. 'I§i1Iと胴じくしてｵ油射

①受鈴‘臘荷のlWi"陛嫡

他所

抑 華挙人、客の1M誠一I上郷州葡崎刈撞氏荊一

②受給剛禄の哩糾.齢また賊FU)11i所．氏紙

函
啼
嘩
礒

●
七
・
●
●
Ｂ

州
怖
隅

唖
峨
蝿

少
』
し
』
ル
ー

杣
ゆ
ゆ

１
１
Ｉ

回第三希による証明桐

下唯 " 11. 11

上認回～回“峡に州通ないことを諏馴L差弓I‐

主た．似ば""J&(鯉》の瀞の腿法上の皇製宇内“説維で朧あり菫せん

I噌斯

哩蟻.鞭人、君の叫伽笠は押印窃略‘W腿

日本年金機構理事長殿

睡糸

鯵照】
第三者の証明書の印の効
力については、
「疑義照会2012P40」
参照

圃入事項確認時の注意］

回定期的な音信･訪問についての申立
単純に回数により判断することは困難であるため､音信･訪問等の存在とその
目的を確認し､通常の夫婦に存在すべき程度のものであるのかを確認する。

目鑿E鴬磯ことの軸
証明者が､会社(法人)や個人商店の場合､証明者(法人)の所在地､証明
者(法人)の名称､証明者(法人)の役職･氏名を明記の上､印は社印､代表者
印､私印のいずれも認める。
証明者が個人の場合､住所､続柄､氏名を明記の上､印は私印とする。

－
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機密性2完全性2可用性2(業務品質管理部）

第2章年金請求書(国民年金障害基礎年金)【様式107号】
5認定後審査・入力

④収入要件(事実婚関係除く）

’’
口認定対象者の収入の状況を確認できる書類の提出があるか確認する。

口所得証明の年度区分が正しいか確認する。

【参照〕

平成27年9B30B

年尭O9g0第11号
厚生労働省年金局長還知【収入要件を確認する書類】

ア.加算額の加算開始事由に該当した日の前年若しくは前々年の源泉徴収票

（※)､課税証明書､確定申告書等収入額及び所得額を確認することができる

書類又は認定対象者が下記の表左欄に掲げる者である場合にあっては､表右

欄に掲げる書類

※源泉徴収票の提出があった場合

該当年に発行された全ての源泉徴収票の提出を求め､請求者(届出者)に

対して他に所得がない旨の聞き取りを行った上で慾該当年の全ての源泉徴収票

を取得し､次の事瘻を別紙に記入する。

なお､原本返却を行った場合は､原本証明が行われたｺピｰの余白に記入

する。

●他に所得が無い旨を確認したこと

●確認日

●確認者の所属部署

●確認者の氏名

【参照〕

原本返却の方法について
は､給付指2012戸6参照

提出書類
一

不要

認定対象者の状況

義務教育終了前

認定対象者

子

健康保険被保険者証の写等健康保険等の被扶養者

在学証明書又は学生証の写

年金証書及び裁定通知書の写

高等学校等在学中

公的年金の加給年金類対

象者又は加算額対象者

鯵照】

業務処理マニュアル｢障害
給付加算額･加給年金額加
算開始事由該当届｣を確認
する

＜注意＞

障害等級が1級又は2級に該当した者が､障害年金加算改善法施行日(平成

23年4月1日)以降において､受給権発生後に生計を維持する配偶者又は子

を有することとなった場合には､生計を維持することとなった日の属する年の誼

年分(1月～12月)の加算対象者の所得証明が必要となる。

惨卿

老齢厚生年金加給年金
額加算閲姶事由該当居住
計維持申立書）の掲載先

00701_業務マニュア

ル垂業務スケジュール･機
構業務つうしん>＞
00201_蚤種マニュアル

等【諸規程以外のちの】＞＞
OO3O1業務関係･システ

ム等機器職関係:>’年
金給付に関する電子帳票
ファイル

【収入要件の認定要件】

障害厚生年金及び障害基礎年金の生計維持認定対象者にかかる収入に関

する認定にあたっては､次のいずれかに該当する者は､厚生労働大臣の定める

金額(年額850万円)以上の収入を有すると認められる者以外の者に該当する

ものとする。

I
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機密性2完全性2可用性2(業務品質管理部）

第2章年金請求書(国民年金障害基礎年金)【様式107号】
5認定後審査・入力

ア前年の収入(前年の収入が確定しない場合にあっては､前々年の収入)が年

額850万円未満であること。

イ前年の所得(前年の所得が確定しない場合にあっては､前々年の所得)が年

額655.5万円未満であること。

ウー時的な所得があるときは､これを除いた後､前記ア又はイに該当するこ

と。

エ前記のア､イ又はウに該当しないが､定年退職等の事情により現に収入が

年額850万円未満又は所得が年額655.5万円未満となると認められるこ

と。

惨照】

平成21年2月17日
庁保険発第021001号
社会保険庁運営部年金保
険謀長通知

惨照】

平成21年2月17日
庁保険発第0217001号
社会保険庁運営部年金保
険謀長通知

(6)障害基礎年金の子の加算にかかる確認

’’
p配偶者が児童扶養手当受給中の場合は､｢障害基礎年金の子の加算請

求に係る確認書｣が添付されているかを確認する。

p配偶者が児童扶養手当受給中の場合は､｢障害基礎年金の子の加算請

求に係る確認書｣が添付されているかを確認する。

【参照】
給付情2011-40
【参照】
給付情2011-40

児童扶養手当を受給していない場合に｢障害年金の子の加算請求に係る申出

書｣を添付していたが､児童扶養手当法の改正に伴って､平成26年12月1日以

後は不要となる。

①障害年金加算改善法(平成23年4月1日施行）

改正前は､障害年金の受給権発生時に生計維持している配偶者や子がいる

場合にのみ加算(配偶者がいる場合は､障害厚生年金に加算)を行うこととして

いたが､改正後は､これに加えて受給権発生後に生計維持している配偶者や

子がいる場合にも加算を行うこととなった。

また､それまで子が障害基礎年金の加算の対象となっている場合は､児童扶

養手当は支給されなかったが､いずれかを選択して受け取ることが可能となっ

た。

②児童扶養手当法の改正(平成26年12月1日施行）

平成23年4月から平成26年11月分までは､障害基礎年金の加算又は児

童扶養手当のいずれか一方のみを選択して受け取ることとなっていたが､平成

26年12月分(平成26年11月受給権発生)からは､一律に障害基礎年金の

加算が優先して支給されることとなった｡なお､障害基礎年金の加算の額(配偶

者が年金を受けている場合は､配偶者自身の年金と障害基礎年金の加算との

合算額)が､児童扶養手当の額を下回る場合には､差額を受け取るようになっ

た。

(平成26年11月以降に受給権発生する場合の留意点）

加算改善法の施行に伴い行っていた障害基礎年金の加算と児童扶養手当

のいずれか金額の高い方を選択するための確認事務は､不要。

(平成26年10月以前に受給権発生する場合の留意点）

また､平成26年10月以前に遡及した期間について児童扶養手当を選択し
■■■■■■■■■土
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機密性2完全性2可用性2(業務品質管理部）

第2章年金請求書(国民年金障害基礎年金)【様式107号】
5認定後審査・入力

I

た場合は､平成26年12月分から障害基礎年金の加算を支給するため､別途

｢障害給付加算額･加給年金額加算開始事由該当届(様式229-1号)｣及び

生計維持認定関係の書類が必要となる｡切り替え手続きにおける生計維持の

認定日は｢平成26年11月30日｣とする｡（ケース1参照）

ケース1障害基礎年金を遡及請求した場合(児童扶養手当を受給している場合）

受給権発生 H26.12,1改正 年金遡及鯆求

’障害基礎年金

子加算支給開始
障害基礎年金

児扶選択により加算なし

※改正後､子加算が優先

して支給され､差額があ
れば､児扶を支給。

選択

差額支給

子加算に相当する額を停止’
児童扶養手当
（配偶者）

(解説）

障害基礎年金を遡及して請求し､受給権発生時までは児童扶養手当を受け

取っているために障害基礎年金の加算は支給しない事例｡この場合､児童扶養

手当法改正後(平成26年12月1日)は､障害基礎年金の加算が優先して支給

されるため､障害基礎年金請求時に｢障害給付加算額‘加給年金額加算開始

事由該当届(様式229-1号)｣及び生計維持を確認する書類を同時に受け付

ける必要がある。

なお､このような場合は､生計維持の認定日は､「平成26年11月30日｣とし、

該当理由は｢04生計維持関係の復活｣となる。

ケース2障害基礎年金を遡及請求した場合(児童扶養手当を受給していない場

合）

受給権発生 H26.12.1改正 年金遡及請求

睡害基礎年金
障害基礎年金

子加算支給開始

(解説）

障害基礎年金を遡及して請求し､受給権発生時までは児童扶養手当を受け

取っていない場合は､「受給権発生日｣は障害基礎年金の加算の生計維持の

認定日となる。

(7)外国籍の場合の添付書類の確認

口請求者又は配偶者(又は双方)が外国籍の場合､平成24年7月8日以前

に遡って受給権発生する場合には､戸籍及び住民票に代わって､外国人

登録原票記載事項証明書(請求者が法務省入国管理局へ開示請求を行
四
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機密性2完全性2可用性2(業務品質管理部）

第2章年金請求書(国民年金障害基礎年金)【様式107号】
5認定後審査・入力

う｡）又は居住国の公的機関が発行した証明書で､「氏名｣｢生年月日｣｢性

別｣｢居住地｣｢婚姻日｣等が明記されているものが添付されているかを確認

する。

住民基本台帳法の一部改正等により平成24年7月9日以降､一定の条件を

満たした外国人に対し外国人登録制度が廃止され住民票が作成された。

受給権発生が住民票作成後であっても､外国人同士の婚姻等で戸籍が無い

とき(戸籍から婚姻の事実が確認できないとき)は､受給権者等の属する国の公

的機関の発行した戸籍(国外居住の場合は戸籍及び住民票)に代わるべき証

明書又はそれに準ずるもの(翻訳人を明記した和訳文を添付する)を確認する。

(8)｢年金請求書入力帳票｣の記入

口年金請求書の審査完了後、年金請求書内の「入力帳票」の項目に記

入を行う。入力するコードは、次ページ「障害基礎年金年金請求

書審査方法・補正方法等(様式107号）」に記載の一覧を参照す

る。

(9)審査内容の再確認

口年金請求書の書類の並び順、認定調書の内容確認、審査書類一式の

確認をしたら、初診日や障害の程度について誤りがないか、請求者

（代理人)や年金事務所からの個別対応が必要な要望や事務連絡が

ないか､関連各部へ回付する諸変更データ等に記入漏れや誤りがな

いか、再度確認をする。

【参照】

精神障害については､【給
付指2016-67]｢別添5

精神の障害に係る等級判
定ガイドライン事務処理
要領」P19参照

(10)入力依頼

’
口年金給付受付システムに「オンライン依頼中」を登録した後に年金

請求書を委託業者へ引き渡す。

障害年金センターより委託業者への年金請求書の引渡しは、原則、

毎週月躍日、火曜日及び水曜日の午前に行う。
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機密性2完全性2可用性2(業務品質管理部）

第2章年金請求書(国民年金障害基礎年金)【様式107号】
5認定後審査・入力

障害基礎年金年金請求書審査方法･補正方法等(様式107号）

｜
’

審査方法･補正方法等項目
日

年金請求書受付日と､診断書作成日や現症日が前後している場合は､年金

事務所に事情を確認の上必要に応じて不備返戻する。

基本情報画面の個人番号又は基礎年金番号が正しく記入されているか確認

する。

戸籍(単身者の場合は､住民票でも可)と､年金請求書に記載されている生

年月日を照合する。

受付年月日

①個人番号又は基礎

年金番号 ’
②生年月日

③記録不要制度

(厚年） （船員）

(国年） （国共）

(地共） （私学）

’
全期間について被保険者期間がないとみなされるとき(脱退手当金支給･共

済組合移管等)は､「厚年･船員･国年･国共･地共私学｣欄の該当制度に

｢1｣を記入する。

障害基礎年金のときは｢53｣､20歳前障害基礎年金のときは｢63｣に○をす

る。

(6改附第4条1項及び2項による障害基礎年金は｢53｣、60改附23条2

項､6改附4条5項6項又は6改6条1項による障害基礎年金は｢63」

である｡）

④種別

課所符号

⑤進達番号
所におけるその年の進達の連番の5桁となっている。

⑦菫(重複裁定無視表

示） 未支給を請求しているときは｢1｣を記入する。

⑦｢現在公的年金制度等から年金を受けていますか｣欄を審査､補正した

後､受けている年金が今回請求のあった障害基礎年金を併せて受けること

(以下｢併給｣という｡)のできない年金の場合(60改附26条による場合を含
⑧未保(未選択保留表

示）
む)は､「1｣を記入する。

この場合で､年金受給選択申出書が添付されていないときは返戻する。

1．初回支払以降の支払を一時保留する必要があるか確認する。

2.初回支払以降の支払額を一時保留する必要があるときは｢4｣を記入す

る。

例1)障害年金受給中の者からの請求で併合により前年金が失権し過払いが

生じる場合

例2)裁定時において受給権発生後の加対者の異動が判明している場合

3.裁定時において､受給権者の申出により年金額の支給を停止する場合は

「4｣を記入する。

⑨支保(支払保留表示）
Iﾛｭ

I
ー
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機密性2完全性2可用性2(業務品質管理部）

第2章年金請求書(国民年金障害基礎年金)【様式107号】
5認定後審査・入力

ー〒＝ なお､支払保留ｺｰドはむやみに入力しないこと｡入力した場合は､相談等の

対応ができるよう留意すること。

また､｢⑨支保｣棚に｢4｣を記入した場合は､裁定後､保留解除のデータ等を

中央年金センター支払G等に回付すること。

戸籍(単身者の場合は､住民票でも可)と､年金請求書に記入されている氏

名を照合する｡本人自署の場合は､押印を省略できる。

※外字入力できるものは外字入力する。

※外国人氏名の収録の際はスペースの位置等に留意する。

戸籍(単身者の場合は､住民票でも可)と､年金請求書に記入されている性

別を照合する。

請求者の住所(居所)が記入されているか確認する。

※成年後見人の住所の登録を希望する場合は､必要書類が添付されてい

るか確認する。

※外国居住者の場合､郵便番号は｢999-9999｣とし､国名のみをカタカナ

で記入する。

⑩氏名(フリガナ）

性別

⑪住所の郵便番号

⑫住所(フリガナ）

他年番

⑬年金受取機関

⑭金融機関コード

⑮支払局コード

⑯支店コード

⑰預金種別

⑱口座番号及び貯金通

帳の口座番号

⑦加算額の対象者

■■■■■■■■■■
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機密性2完全性2可用性2(業務品質管理部）

第2章年金請求書(国民年金障害基礎年金)【様式107号】
5認定後審査・入力

I
■

1． 「1．受けている｣｢2.受けていない｣｢3.請求中｣を○で囲んであるか確認

する。

2. 「1．受けている｣を○で囲んでいるときは､制度名(共済組合等)､年金の

種類､年月日、年金証書の年金ｺｰド又は記号番号等が記入されている

か確認する。

3.受けている年金が今回請求のあった障害基礎年金と併給することのでき

る年金か確認する｡併給することができない場合は､年金受給選択申出

害が添付されているか確認する。

4.正しく記入されていないときは､添付書類により確認し訂正する。

5.公的年金制度等又は船員保険法から年金を受けているときは､次のとお

り記入する。

(1)国民年金から次の年金を受けているときは､当該年金の種別を｢種別」

欄に記入する。

(2)公的年金制度から(1)以外の年金を受けているときは､当該年金の年

鑑正書の年金ｺｰドを左詰めで｢年金ｺｰド等｣欄に記入する。

なお､共済年金を受けている場合で､共済年金受給者情報ﾌｧｲﾙに年

金情報が収録されていない(基礎年金番号未実施共済組合を含む)とき

は､共済組合ｺｰド｢531｣を記入し､次のように年金種別を記入する。

01減額退職年金 11老齢厚生(退職共済)年金

03障害年金 13障害厚生(共済)年金

04遺族年金 14遺族厚生(共済)年金

09通算遺族年金

(3)恩給等を受けているときは､記入する必要はない。

6. 「種別｣欄を記入したものは全て｢未保｣欄に｢1｣を記入する。

7.いずれも○で囲んでいないときは､本人に照会する。

8．

(1)障害年金を受給中であるときは､「重｣欄に｢1｣を記入し､前後の傷病の

障害を国年法3．|条及び60改附26条により併合認定できるとき(障害

の状態がお互いに2級以上)は､障害年金の証書の基礎年金番号･年金

コードを抹消する(60改附26条により前年金が失権しない場合を除く)。

(2)(1)以外のときは､年金請求書に記入されている基礎年金番号･年金コ

ード等

を窓口装置により確認し､年金ｺｰド等を｢1」｢2｣｢3｣にそれぞれ転記す

る｡年金請求書に添付されている年金受給選択申出書の処理を行う画

9.事後重症又ははじめて2級に該当する者が老齢基礎年金の繰上げ請求

をしている者(条文コード02-0900200)であるときは､不支給とする。

10.｢1．受けている｣に○を付してあり基礎年金番号･年金ｺｰド等の記入が

ないときは､本人に照会する。

11.｢3.請求中｣に○を付してあり､事後重症又ははじめて2級に該当する者

④あなたは､現在､公的

年金制度等から年金を

受けていますか。

⑭⑮⑳年金ｺｰド等

⑰他年金種別

’

一
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機密性2完全性2可用性2(業務品質管理部）

第2章年金請求書(国民年金障害基礎年金)【様式107号】
5認定後審査・入力

で老齢基礎年金の繰上げ請求をしている者は､その年金の裁定を確認の

上不支給とする。

12.年金受給選択申出書は､裁定後中央年金センター支払G等へ回付す

る。

＠次の年金制度の被保

険者又は組合員等とな

ったことがあるときは､そ

の番号を○で囲んでくだ

さい。

⑱上･外(業務上外表業務上であるときは｢,｣､業務外であるときは｢2｣に。をする。
示）

⑳初診年月日 当該傷病の初診日を記入する。

1．障害認定日(国年法30条）

(1).初診日から起算して1年6月を経過した日

（2）初診日から起算して1年6月以内にその症状が固定又は治った日

2.事後重症請求(国年法30条の2）

障害認定日(初診日から起算して1年6月を経過した日）

3.はじめて1．2級(国年法30条の3）

基準傷病について①と同様
⑳障害認定日

4．20歳前障害(国年法30条の4）

20歳に達した日又は20歳後の障害認定日

（60改附23条2項による年金は②と同様に行う）

5．6改附4条1項､2項､5項及び6項の場合は､失権した年金の当該傷

病の障害認定日

6．6改附6条第1項

障害認定日については｢0,00,00,00(オールゼロ)｣と記入する。

請求者にかかる診断書が添付されている場合､障害認定を受け､その結果、

、傷病名 1級又は2級の障害の状態に該当するときは､「傷病名｣欄に主たる傷病から

順に傷病名ｺｰドを左詰めで記入する。

⑨診断書 認定調書の認定結果を記入する(資料1参照)。

②等級 認定調書の認定結果を記入する。

⑬有年数･有年 認定調書の認定結果を記入する。

障害の原因が第三者行為によるものであるときは第三者行為表示を記入す
⑭三(第三者行為表示）

る。

で老齢基礎年金の繰上げ請求をしている者は､その年金の裁定を確認の

上不支給とする。

12.年金受給選択申出書は､裁定後中央年金センター支払G等へ回付す

る。

＠次の年金制度の被保

険者又は組合員等とな

ったことがあるときは､そ

の番号を○で囲んでくだ

さい。

⑱上･外(業務上外表

示）
業務上であるときは｢1｣､業務外であるときは｢2｣に○をする。

⑳初診年月日 当該傷病の初診日を記入する。

1．障害認定日(国年法30条）

(1).初診日から起算して1年6月を経過した日

（2）初診日から起算して1年6月以内にその症状が固定又は治った日

2.事後重症請求(国年法30条の2）

障害認定日(初診日から起算して1年6月を経過した日）

3.はじめて1．2級(国年法30条の3）

基準傷病について①と同様

4．20歳前障害(国年法30条の4）

20歳に達した日又は20歳後の障害認定日

（60改附23条2項による年金は②と同様に行う）

5.6改附4条1項､2項､5項及び6項の場合は､失権した年金の当該傷

病の障害認定日

6.6改附6条第1項

障害認定日については｢0,00,00,00(オールゼロ)｣と記入する。

⑳障害認定日

請求者にかかる診断書が添付されている場合､障害認定を受け､その結果、

1級又は2級の障害の状態に該当するときは､「傷病名｣欄に主たる傷病から

順に傷病名ｺｰドを左詰めで記入する。

⑪傷病名

⑪診断書 認定調書の認定結果を記入する(資料1参照)。

、等級 認定調書の認定結果を記入する。

⑬有年数･有年

⑭三(第三者行為表示）

－

’
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機密性2完全性2可用性2(業務品質管理部）

第2章年金請求書(国民年金障害基礎年金)【様式107号】
5認定後審査・入力

｢1」航空機､船舶､列車､バス等によるもの

｢2」 「1｣以外の交通事故(一般の自動車事故等）

｢3」その他

障害の原因が第三者行為によるものであるときは､「第三者行為事故状況

届｣等が添付されているかどうか確認する。

また､裁定処理が終了したときは､年金証書の基礎年金番号･年金ｺｰドを

記入し､「第三者行為事故状況届｣等の関係書類を中央年金センター渉外
’

G等へ速やかに回付すること。 ．

②障害の原因は第三者

の行為によりますか。

②障害の原因が第三者

の行為により発生したも

のであるときは、その者

の氏名及び住所を記入

④必ず記入してくださ

い。

(1)この請求は左の頁に

ある｢障害給付の請求事

由｣の1から3までのいず

れに該当しますか。

※事後重症による請求であるときは､本人が積極的に事後重症として請求

してきたものであるので､障害認定日における障害の状態の確認は行わな

いことから障害認定日の診断書の添付は必要ない。

｢2｣を○で囲んだときは

右欄の該当する理由の

番号を○で囲んでくださ

い。
一一一一

(2)過去に障害給付を

受けたことがありますか。

(3)障害の原因である傷

病について記入してくだ

さい。

傷病の発生した日

請求者が申し立てる発生日が記入してあるか確認する。

初診日に加入していた

年金制度
該当する年金制度の番号が囲んであるか確認する。

現在傷病はなおってい

ますか。

なおっているときは､なお

った日

傷病の原因は業務上で

すか。
｢1．はい｣｢2.いいえ｣のどちらかに○があるか確認する。

他の保険給付

一
ー
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機密性2完全性2可用性2(業務品質管理部）

第2章年金請求書(国民年金障害基礎年金)【様式107号】
5認定後審査。入力

受けられる給付の種類・

支給の発生した日

（4）国民年金に任意加

入した期間について特別

一時金を受けたことがあ

りますか。

⑮差引

受けられる給付の種類・

支給の発生した日

(4)国民年金に任意加

入した期間について特別

一時金を受けたことがあ

りますか。

⑮差引

該当する給付の種類･発生日が記入してあるか確認する。該当する給付の種類･発生日が記入してあるか確認する。

｢1．はい｣「2.いいえ｣のどちらかに○があるか確認する。｢1．はい｣「2.いいえ｣のどちらかに○があるか確認する。

認定調書に差引率が記入されているときに数字を記入する。認定調書に差引率が記入されているときに数字を記入する。

1．認定日請求

障害認定日を記入する。

2.事後重症請求

年金請求書受付日を記入する。

3． はじめて2級

診断書の現症日を記入する。

1．労働基準法77条の規定による障害補償が受けられるか確認する。

同条の規定による障害補償を受けられるときは､｢停止事由｣欄に07を、

「停止期間｣欄に受給権発生年月の翌月及び受給権発生年月から6年経

過後の年月をそれぞれ記入する。

2．20歳前障害基礎年金の場合で次のいずれかに該当していないか確認す

る。

(1)監獄､労役場その他これらに準ずる施設に拘禁されているとき

(2)少年院その他これらに準ずる施設に収容されているとき

(3)日本国内に住所を有しないとき

(4)請求者の前年の所得飲その者の所得税法に規定する控除対象配偶

者及び扶養親族の有無及び数に応じて政令で定める額を超えるとき(所

得状況届により確認する)。

(5)(4)による2分の1支給停止かつ恩給等による一部支給停止に該当する

とき

3．上記(1)から(3)までのいずれかに該当するときは､｢停止事由｣欄に61

を､｢停止期間｣欄に受給権発生年月の翌月をそれぞれ記入する。

4.上記(4)に該当する場合で全額停止のときは｢停止事由｣欄に62を､2分

の1支給停止のときは65を記入し､「停止期間｣欄に受給権発生年月の

翌月をそれぞれ記入する｡

5.上記(5)に該当するときは､｢停止事由｣欄に65を､「停止期間｣欄に受

給権発生年月の翌月を､｢支保｣欄に4をそれぞれ記入する。

6.裁定後､保留解除及び恩給等による一部支給停止のデータ｢国民年金

受給権者支給停止事由該当届(様式第250号)｣を作成し､中央年金セ

ンター支払G等へ回付する。

1．認定日請求

障害認定日を記入する。

2.事後重症請求

年金請求書受付日を記入する。

3． はじめて2級

診断書の現症日を記入する。

1．労働基準法77条の規定による障害補償が受けられるか確認する。

同条の規定による障害補償を受けられるときは､｢停止事由｣欄に07を、

「停止期間｣欄に受給権発生年月の翌月及び受給権発生年月から6年経

過後の年月をそれぞれ記入する。

2．20歳前障害基礎年金の場合で次のいずれかに該当していないか確認す

る。

(1)監獄､労役場その他これらに準ずる施設に拘禁されているとき

(2)少年院その他これらに準ずる施設に収容されているとき

(3)日本国内に住所を有しないとき

(4)請求者の前年の所得飲その者の所得税法に規定する控除対象配偶

者及び扶養親族の有無及び数に応じて政令で定める額を超えるとき(所

得状況届により確認する)。

(5)(4)による2分の1支給停止かつ恩給等による一部支給停止に該当する

とき

3．上記(1)から(3)までのいずれかに該当するときは､｢停止事由｣欄に61

を､｢停止期間｣欄に受給権発生年月の翌月をそれぞれ記入する。

4.上記(4)に該当する場合で全額停止のときは｢停止事由｣欄に62を､2分

の1支給停止のときは65を記入し､「停止期間｣欄に受給権発生年月の

翌月をそれぞれ記入する｡

5.上記(5)に該当するときは､｢停止事由｣欄に65を､「停止期間｣欄に受

給権発生年月の翌月を､｢支保｣欄に4をそれぞれ記入する。

6.裁定後､保留解除及び恩給等による一部支給停止のデータ｢国民年金

受給権者支給停止事由該当届(様式第250号)｣を作成し､中央年金セ

ンター支払G等へ回付する。

⑮受給権発生年月日⑮受給権発生年月日

⑰停止事由･停止期間⑰停止事由･停止期間

障害年金審査業務マニュアル
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機密性2完全性2可用性2(業務品質管理部)‘

第2章年金請求書(国民年金障害基礎年金)【様式107号】
5認定後審査・入力

｢条文｣欄に該当条文を記入する。

01-3000101国年法30条1
01-3000102国年法30条1
01-3020000国年法30条a
01-3030000国年法30条a
0.i-3040100国年法30条a

国年法30条1項1号

国年法30条1項2号
国年法30条の2
国年法30条の3
国年法30条の41項
60改附23条2項を含
国年法30条の42項
国年法31条1項
6改附4条1項
6改附4条2項
6改附4条5項
6改附4条6項
6改附6条1項

む）（⑬条文
01-3040200国年法30条の42項

01-3100100国年法31条1項
06-04001006改附4条1項
06-04002006改附4条2項
06-04005006改附4条5項
06-04006006改附4条6項
06-06001006改附6条1項

1．「＠次の年金制度の被保険者又は組合員等となったことがあるときは､そ

の番号を○で囲んでください｡」欄により共済組合に加入したことがあるかど

うか確認する。

2.共済情報連携システムの｢年金加入期間照会｣画面又は共済組合にか

かる年金加入期間確認通知書により｢共済ｺｰド｣｢共済記録｣｢共済要件

種別ｺｰド｣｢共済計算種別ｺｰド｣欄を記入する｡通知書の共済ｺｰドが4

桁の場合､先頭の8を除いて記入する。

⑲⑳⑪共済ｺｰド･共済
記録

1．添付書類又は未支給請求書により請求者が既に死亡していないか確認

する。

2.請求者が死亡している場合､未支給請求者は死亡した者の配偶者､子、

孫､祖父母､兄弟姉妹､その他の三親等以内の親族であって当該死亡者

の死亡当時その者と生計を同じくしていたか､また､先順位者がいないか

確認する。

3"請求者が死亡している場合は､死亡保留｢1｣を記入する｡また､「国民年

金･厚生年金保険年金受給権者死亡届｣｢国民年金･厚生年金保険

未支給年金保険給付請求書｣が添付されていないときは返戻する｡生計

同一関係を証明する書類が添付されていないときや先順位者がいるときも

返戻する。

4. 「国民年金･厚生年金保険年金受給権者死亡届｣｢国民年金･厚生年

金保険未支給年金保険給付請求書｣は､裁定後､中央年金センター支

払G等へ回付する。

⑫死亡保留

③追加区分

｢時効の取扱いにかかるﾁｪｯｸシート｣の処理区分を記入する．⑮時効区分

障害年金審査業務マニュアル
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機密性2完全性2可用性2(業務品質管理部）

第2章年金請求書(国民年金障害基礎年金)【様式107号】

屋塞霊

5認定後審査・入力
I

5－2入力処理

認定後審査完了の後､委託業者に入力を委託する．

(1)年金請求書の入力

’1
ロ引き渡された年金請求書について、引き渡された当日（月曜日、火曜

日、水曜日)にSOLSにより入力する。

h

(2)処理結果ﾘｽﾄとの突合

’’ ロプルーフリスト(処理結果ﾘｽﾄ)を出力し､2次チェックまで実施する。

(3)裁定事故となった年金請求書の取扱い

口裁定事故となった年金請求書(ハードコピーを添付したもの)は､原則､入

力した日の翌営業日午前に障害年金センターへ回付する。

ロ障害年金センターカ僅備した当該年金請求書について､再入力を行う。

(4)年金請求書の引抜き

ロ入力委託中に何らかの理由により障害年金センターでの確認作業が必

要になった場合､障害年金センターから｢年金請求書引抜き委託票｣が

提出されるので､当該年金請求書を引き抜き､速やかに障害年金センタ

ーへ回付する。

ー
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機密性2完全性2可用性(業務品質管理部）

第2章年金請求書(国民年金障害基礎年金)【様式107号】

5認定後審査・入力
一
■

5－3入力エラー等の対応

口委託業者よ叺入力エラーとなった年金請求書等が納品された場合

は､内容をチェックし､年金請求書を整備し､再度委託業者へ引き渡

す。

5－4最終チェック（件数及び未入力確認）

口入力処理が完了した件数と未入力件数を確認する。

未入力が確認された年金請求書については､委託業者に再度､入力処理を

委託する。

0
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I

機密性2完全性2可用性2(業務品質管理部）

第逗章第逗章

年金購瀧蚕個民蕊金障蓋基鍵年金>I様式1個!7号】年金購瀧蚕個民蕊金障蓋基鍵年金〉I様式1個‘7号】

’

6．決裁6．決裁

114
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機密性2完全性2可用性2(業務品質管理部）

第2章年金請求書(国民年金障害基礎年金)【様式107号】

6決裁
■■■■■■■■■■■

~一一一一一一一一一一T

6－1 決裁

(1)認定後の決裁

｜

’’
口認定結果の確認が終了した診断書について､認定件数を確認し､総括表

に上長の決裁を受ける。

(2)入力委託前の決裁

’’ 口入力委託前に上長の決裁を受ける。

①決裁者は､最終ﾁｪｯｸを行い､誤りがあった場合､訂正のうえ再度決裁を受

ける。

②年金給付受付システムで｢処理状態等｣欄は｢入力日｣を選択し､「業務日」
橋に入力日を登録する。

＝
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機密性2完全性2可用性2(業務品質管理部）

第2章年金請求書(国民年金障害基礎年金)【様式107号】
6決裁

6－2不支給。却下処分

不支給･却下となったものは､その内容に応じて､不支給･却下決定の発議をし、

決裁を受ける。

(1)手作業による処分通知書の作成･決裁

処分通知書を請求者送付用のほかに3部(起案･編綴用､年金事務所送付

用､市区町村宛て送付用)作成する。

(2)厚生労働大臣の承認決裁

鴎
一
口
□

機構本部(高井戸)に対象者を報告し､国の承認を受ける。

年金給付受付システムに｢他省庁照会中｣･｢他省庁等回答｣を登録す

る。

機構本部(高井戸)に対象者を報告し､国の承認を受ける。

年金給付受付システムに｢他省庁照会中｣･｢他省庁等回答｣を登録す

る。

埋一
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機密性2完全性2可用性2(業務品質管理部）

’

箪窒章

鞁砺雄II(国屋年金障害基褒年創【柵式1○ア号】

7。事後処理

117
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匿藍君機密性2完全性2可用性2(業務品質管理部）

第2章年金請求書(国民年金障害基礎年金)【様式107号】
7事後処理

7－1配信取得

委託業者は､業務スケジュールに沿って､年金証書･年金決定通知書

(以下｢年金証書｣という)､年金決定者一覧表､総括表､裁定事故者一

覧表等を配信取得する。

委託業者は､業務スケジュールに沿って､年金証書･年金決定通知書

(以下｢年金証書｣という)､年金決定者一覧表､総括表､裁定事故者一

覧表等を配信取得する。

口口

一
一
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認機密性2完全性2可用性2(業務品質管理部）

第2章年金請求書(国民年金障害基礎年金)【様式107号】

7事後処理

7－2年金決定者一覧表の確認

委託業者は以下の作業を行う。

(1)年金決定者一覧表の確認

口年金決定者一覧表は機構本部(高井戸)で出力され､機構本部(高井

戸)から障害年金センターへ回付される｡回付された年金決定者一覧表

と年金請求書の氏名､生年月日､個人番号又は基礎年金番号､進達番

号､受給権発生日及び未選択保留､支払保留の入力内容を確認する。

①入力済みの年金請求書の引渡しは､原則､毎週月曜日(月曜日が祝日の場

合は翌営業日)の午後に行う。

②年金請求書は､決定分とそれ以外に区分し､「年金決定者一覧表｣とともに

納品される。

2）年金給付受付システムの登録（

’’ 口年金給付受付システムの処理状態を｢裁定済｣と登録する。
｢業務日｣欄に｢裁定年月日｣を登録すると

’
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屋窪調機密性2完全性2可用性2(業務品質管理部）

第2章年金請求書(国民年金障害基礎年金)【様式107号】
7事後処理

I

7－3通知書の発送

委託業者は､以下の(1)及び(2)の作業を行う。

国年則65条
(1)年金証書の発送

ロ年金決定者一覧表､裁定者一覧表(総括表)、裁定事故者一覧表を確

認し､国の承認後に請求者あて年金証書を発送する。

口引抜き依頼を行った年金証書は障害年金センターから発送する。

口年金給付受付システムに｢通知発送｣を登録する。

「確認完了メール」が届

くまでは、発送しない。

送達不龍で返戻されたも

のは「年金証磐返戻整理

簿」を作成し再送付等処

理経過を把握する。再送

付できないものについて

は、施錠可龍な保管庫に

保管し裁定日より6月経

過後、決裁を受け廃棄処

分をする。年金証書には

「裁定者のしおり」また

必要に応じて別途お知ら

せを同封する。（新規裁定

未支給の場合は送付しな

い）※時効特例給付に該

当する場合は、「時効特例

給付のお支払について

（お知らせ）を同封する。

(2)年金決定者一覧表の発送

’ 口年金事務所あて年金決定者一覧表(市区町村用を含む｡)を発送する。

一
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機密性2完全性2可用性2(業務品質管理部）

第2章年金請求書(国民年金障害基礎年金)【様式107号】
7事後処理

ロ

(3)不支給･却下通知の発送

口国の承認後､請求者あて不支給･却下通知を発送する。

ロ年金事務所あて処分通知､診断書及び認定調書それぞれの写しを2部

（市区町村用を含む｡）送付する。

口年金給付受付システムに｢通知発送｣を登録する。

(4)送達不能となった年金証書(不支給･却下通知)の取扱い
｜

’

口年金証書(不支給･却下通知)が宛先不明で返送された場合は､次により

処理する。

①送達不能分受付簿に必要事項を登録する。

②決定を行った年金請求書を引き抜き､裁定時(不支給･却下については通知

作成時)の入力誤りや､住所変更届の添付がないか確認する。

③②に該当しない(請求者指定の住所で通知が作成されている)場合は､進達

年金事務所あて送付する｡

(5)ﾚﾝﾄグﾝフィルムの返送事務
｜

’
口障害の程度を認定したもののうち､年金請求書にレントゲンフィルム添付

有と表示されているものは､ﾚﾝﾄグﾝフィルムを請求者あて返送する。

■

I
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機密性2完全性2可用性2(業務品質管理部）

第2章年金請求書(国民年金障害基礎年金)【様式107号】
7事後処理

7－4中央年金センターへの回付

【参照］

「年金受給権者にかかる

諸変更届の進達事務の手

引」を参照

(1)回付書類の引抜き

口決裁後は､年金請求書に添付された書類の中から中央年金センター支

払G等に入力依頼する回付書類(諸変更届等'年金額改定等の処理

票･添付書類)を引き抜き､裁定されるまで保管しておく。

①中央年金センター支払G等において処理を行う諸変更等の書類については、

担当Gへ回付する。

②第三者行為事故状況届及び確認書は､中央年金センター渉外Gへ回付す

る。

(2)回付書類の内容審査･決裁

’
口回付書類(諸変更届等･年金額改定等の処理票･添付書類)の内容審

査を行い､決裁を受ける。

(3)中央年金センターへの回付

引継簿を作成する。

届書は､委託業者にて年金給付受付システムに｢回付中｣と登録し､中

央年金センターへ回付する。

口
口

7－5年金証書の引抜き依頼
【参照】

【障改指2016=5]｢障害
年金給付業務における事
務取扱要領」を参照

ロ不支給決定通知書を同封する場合や､死亡者等の発送不要者又は海

外居住者等の別送者について年金証書の引抜きが必要な場合は､委託

業者に対し､引抜き依頼を行う．

7－6障害年金審査支援ツールへの登録

【参照】
障害年金讓杳支援ツール

の操作マニュアルについ
ては、 【給付指
2016-67】別添1参照

’’ 口認定結果を障害年金審査支援ツールへ入力する。

7－7保管

｜

’口定期的に年金請求書を箱詰めし､保管する。

年金請求書は､委託業者において整理･編綴のうえ､障害年金センター

へ納品される。

■■■■

障害年金審査業務マニュアル
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四
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磯密性2完全性2可開性2(業務品質管理部〕

第劉章年金請求書(国民年金｡厚生年金保険障害給付）

〔障害基礎年金｡障害鳫生年金‘障害手彗金〕

■

I’

’

概要

＜用語の説明＞

「初診日」 障害の原因となった傷病について､初めて医師又は歯科医師の診察を受
けた日をいう。

「障害認定日」障害厚生年金等の支給を受けることのできる障害の程度の状態にある
かを判断する日をいう｡なお､この障害認定日は､初診日から1年6月を
経過した日又はその間においてなおった日(身体の一部を失った日や症
状が安定し､長期にわたってその傷病の固定性が認められ､医療上､治
療の効果が期待できないと判断された日)をいう。

－1

－一

■
123

様式104言

目的
厚生年金保険の被保険者期間中に初診日のある傷病(病気やけが)によって､障害の状態

になった者が障害給付を受けるときの請求



I機密性2完全性2可用性2<業務品質管理部｝

【事後重症による請求】

障害の原因となった傷病の初診日の前日において､被保険者要件及び保険料納付要
件を満たしている者の障害の状態が､障害認定日において3級の状態までに該当しない
場合に､その後､65歳に到達する日の前日までの間に､その障害の状態が悪化し､かつ
本人が65歳に達する日の前日までに障害年金を請求することにより､3級､2級又は1級

の障害の状態に該当した場合は､請求した日に障害厚生年金の受給権力境生する。
なお､年金の支給開始は障害年金の請求日の属する月の翌月からとなる。

【年金額】

障害厚生年金の年金額は､1級～3級の障害の程度(等級)に応じた額となる。

2級及び3級の障害厚生年金は､老齢厚生年金の報酬比例の年金額の規定(厚年法43
条1項)の例により計算した額になり､1級の障害厚生年金の額は､老齢厚生年金の報酬比
例の年金額の1．25倍の額となる。

また､障害厚生年金の1級･2級に該当する場合は､障害基礎年金も合わせて受け取るこ
とができる。

なお､老齢厚生年金の報酬比例の年金額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が
300月未満の場合は､300月とみなす。

［加給年金額と子の加算額］

1級.2級の障害厚生年金を受け取ることができる場合に､受給権者により生計維持さ
れている65歳未満の配偶者若しくは18歳到達年度の末日までにある子(障害の状態

にあるこの場合は20歳未満)がいる場合は､子の人数に応じた加算額が加算される。

※平成23年4月1日に｢国民年金法等の一部を改正する法律｣等が施行されたこと
に伴い､受給権発生後に生計を維持する配偶者及び子を有することとなった場合に
も加算されることとなった。

’

概要

[障害厚生年金額の最低保障］

①3級の障害厚生年金

3級の障害厚生年金の額が2級の障害基礎年金の額に4分の3を乗じた額に満
たない場合は､最低保障の措置による額が支給される｡（平成28年度585,100

円）

②障害基礎年金力授けられない場合

65歳以後70歳未満の厚生年金被保険者で国民年金の第2号被保険者とされな
い者が､65歳以後の厚生年金保険の被保険者である間に初診日のある傷病によっ

て障害となった場合には障害基礎年金は受給できないため､最低保障が設けられ､3
級の障害厚生年金の最低保障額と同額が支給される。

※障害厚生年金の計算の基礎とされない被保険者期間

被保険者期間の月数の計算は､障害認定日の属する月までとなるため､障害認定日の
属する月後の被保険者であった期間は計算の基礎とならない， ｡

【結果】

年金受給権者となり､障害年金センターから『年金証書･年金決定這知書』が送付される。
受給権発生月の翌月分から年金の受け取りができる｡障害認定日請求の場合は､障害認
定日が受給権発生日となり､障害認定日が属する月の翌月から支給開始され､事後重症に
よる請求の場合は､請求日の属する月の翌月から支給開始となる。

124
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機密性2完全性2可用鯉(業務品質管繋顎_匡土

DV被害者に対する対応については､統一マニュアル共通編｢配偶者･親族による暴力(DV)
被害者の秘密保持にかかる取扱い｣による対応が必要となること。

■■■■■■■■■■■■

’

１
１
１

請求者(本人又は代理人）

－

■ｒ
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DV被害者

に対する

対応

提出先

提出者

年金事務所(送付の場合は事務センターでも可）

提出方法 窓口持参／送付／電子申請
－

添付書類

すみやかに

※受給権発生から5年を経過した後に請求がされた場合は､受給権(基

本権)は認められるものの､遡及して支払われる年金は5年分である｡な
お､時効特例法に該当する場合は､この限りでない。

必要

提出

提出期限



機密性2完全性2可用性2(業務品質管理部）

第3章第3章

辱金韻窄書く国曙年金。 '厚生年金'燦麟陣害銘仙
I幌1⑪4号I

辱金韻窄書く国曙年金。 '厚生年金'燦麟陣害銘仙
I幌1⑪4号I

1.受付1.受付

■■

’
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機密性2完全性2可用性2(業務品質管理部） 震震調

第3章年金請求書(国民年金｡厚生年金保険障害給付)【様式104号】
1 受付

戸

1－1 受付処理

障害年金センターに送付された届書･進達票については､委託業者が以下の手

順のとおり受付処理を行い､障害年金センター担当者(担当G)へ引き継ぐ。

(1)受付件数の確認

口進達票により受付件数の確認を行う。

(2)受付印の押印

’口受付印(赤色)を押印する。

年金事務所･事務センターから送付された届書･進達票については､記載され

た内容に相違がないか確認の上､受付印を押印し､届書ごとに仕分ける。

(3)年金給付受付システムへの登録

’
□【年金給付】受付進捗管理システム(以下｢年金給付受付システム｣とい

う｡）に｢進達受付｣の登録を行う。

障害年金センター直送分については､年金給付受付システムに｢受付｣を登

録する。

(4)ハードコピーの取得

｜

’

ロ窓口装置(WM)を使用し､内容審査に必要なハードコピーを取得する。

取得したハードコピーは､左上部をホチキスで綴じる。

既に届書にハードコピーが添付されている場合を除く。

(5)添付書類の整理

’’
口届書に書類(診断書､戸籍､住民票等)が添付されている場合は､次の

順序に並び替え､その後､ハードコピーを併せて届書に挟み込む。

書類の並び替え順序は次のとおりとする。

①年金請求書(②以下を挟み込む）

②診断書､受診状況等証明書､病歴･就労状況等申立書等

③ﾁｪｯｸシート

④添付書類(戸籍住民票所得証明書等）

⑤請求者に共済加入期間がある場合は､共済情報連携システム｢年金加入期

間照会｣の2号厚年～4号厚年の該当画面

⑥振込口座通帳ｺピｰ(添付されている場合）

⑦請求者のハードコピー

⑧配偶者のハードコピー

⑨進達書類

障害年金審査業務マニュアル
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機密性2完全性2可用性2(業務品質管理部） 匿藍壷

第3章年金請求書(国民年金，厚生年金保険障害給付)【様式104号】

1受付

(6)届書の記載事項に関する確認

’
口届書に記載された基本情報に関する項目について､点検及び記入等を

行う。

口届書に記載された基本情報に関する項目について､点検及び記入等を

行う。

確認項目は次のとおりとする。

①氏名･生年月日(請求者､配偶巻子)の確認

②住所の確認

③口座名義人カナ氏名の確認

④金融機関ｺｰド､本支店ｺｰド､支店名(フリガナ)､預貯金種別の確認記入

作業

(7)障害年金センター担当者への引継ぎ

｜
口受付処理が完了した届書については､障害年金センター担当者(担当G)

へ引継ぎを行う。

口受付処理が完了した届書については､障害年金センター担当者(担当G)

へ引継ぎを行う。’

■■■■■■－

I

障害年金審査業務マニュアル
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機密性2完全性2可用性2(業務品質管理部）

第3章年金請求書(国民年金｡厚生年金保険障害給付)【様式104号】
1 受付

1－2引継ぎ書類の確認

(1)引継ぎ書類の確認
【参照】

電子媒体(CD、DVD

等)の取扱いについては、

聡付指2017-129]

※及び飴付指

2017-170】※参照

口受付処理が完了した届書等について､書類の件数を確認の上､引継ぎを

受ける。

口進達票及び回付票は､日付ごとに編綴する。

＜注意＞

障害年金請求等に関する電子媒体(CD･DVD等)が提出された場合には､受

付した年金事務所事務センターで検疫PCを用いて検疫作業を行い､検疫済み

のデータが､■■_一二格納される。

障害年金センター担当者(管理G)は､格納されたデータを担当Gに回付するこ

と。

(2)全制度回答ﾘスト

’ 口年金請求書と全制度回答ﾘｽﾄを突合する。
全制度回答ﾘｽﾄは､年金事務所で､年金請求書の進達時に｢制度共通裁定

請求書登録処理票(943)｣を行うことにより､システム運用部において請求者の資

格記録等を抽出し､全制度回答ﾘｽﾄ用紙に印字(年金事務所進達日の翌週火

曜日に出力)したもの。

①資格リスト

被保険者記録を抽出したもので､厚生年金保険､船員保険､国民年金の記

録が暦年順に印字されている｡国民年金の記録は､納付状況が最終ページに

印字されている。

②厚生年金保険の給付リスト

被保険者記録を抽出したもので､基礎年金番号､受給権発生年月日等が印

字されている｡給付ﾘｽﾄは､当該基礎年金番号にかかる者が既に年金受給者

である場合又はあった場合に印字される。

③厚生年金保険の不支給記録リスト

不支給記録を抽出したもので､不支給年月日等が印字されている。

不支給記録ﾘｽﾄは､該当がある場合に印字される。

I

障害年金審査業務マニュアル
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障害年金審査業務マニュアル

第3章年金請求書(国民年金｡厚生年金保険障害給付)【様式104号】

匿塞調

1受付

1－3受付控えの発送

ロ障害年金センター直送分については｢受付控え｣を出力し､請求者へ送

付する｡あわせて、「制度共通裁定請求書登録処理票(943)｣の入力を

行う唇

ロ障害年金センター直送分については｢受付控え｣を出力し､請求者へ送

付する｡あわせて、「制度共通裁定請求書登録処理票(943)｣の入力を

行う。

障害年金センターにおける各工程において､サービススタンダード実施要領

(要領第25号)で定められた所要日数よりも年金の決定等にかかる処理が遅延

する場合は鶏請求者に｢遅延通知書｣を送付すること。

ー
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機密性2完全性2可用性2(業務品質管理部）

Ｐ

１

１

１

第都毒

年圭個求審咽便年金。庫生年主保険障害給鮒）
－ 1

1幅式m04'gl

I
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2．審査

’


